
インフルエンザの 

流行に伴う面会中止について 

 

11 月 27 日広島県全域にインフルエンザ警報が発令

されました。 

特に東広島市、竹原市、大崎上島町において流行が 

拡大しております。 

警報発令を受け、当面の間全面的に面会を中止させて

いただきます。 

解除の時期につきましては、周囲の感染状況を注視 

しながら検討して参ります。 

面会を楽しみにされているご家族様には大変ご迷惑

をお掛けしますが、皆様のご理解とご協力をお願い申

し上げます。 
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